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各機関の役割と連携について

アレルギー疾患対策基本法（抜粋）

■　第５条 （地方公共団体の責務）

■　第８条 （医師等の責務）

携
連
の
と
関
機
係
関

「アレルギー疾患対策基本法」に各機関の責務が、厚生労働省作成「保育所におけるアレルギー
対応ガイドライン」に医療関係者及び行政の役割と各機関との連携が示されています。
アレルギー疾患のある子供の保育については、自治体や医療機関などと連携をとりながら体制を
整えていくことが大切です。

地方公共団体は、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図りつつ、自主
的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、アレ
ルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する
者の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質かつ適切なアレルギー疾患医療を行
うよう努めなければならない。

■　第９条 （学校などの設置者などの責務）
学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行為

を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滞在する施設（以下「学校など」とい
う。）の設置者又は管理者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び
症状の軽減に関する啓発及び知識の普及などの施策に協力するよう努めるとともに、その設置し又
は管理する学校などにおいて、アレルギー疾患を有する児童、高齢者又は障害者に対し、適切な
医療的、福祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない。

Ⅶ

49

携
連
の
と
関
機
係
関

49

自治体

地域における関係機関の連携体制（イメージ）

医療機関

【自治体間、自治体内の連携】

・都道府県⇔市区町村

・消防機関との連携

連絡調整等

助言や指導

情報共有

【保育所内の体制構築】

施設長・主任保育士等、保育士、調理担当者、看護師、栄養士、関係職員 嘱託医

・基本原則の共通理解、役割分担

・マニュアルの作成　等

・生活管理指導表に基づく対応

・子どもの様子の共有

【関係者との連携】

かかりつけ医

保育所

保護者

○　アレルギー情報の共有
○　マニュアルの作成
○　緊急時対応の連携
○　研修の実施
○　災害時の体制構築　等

情報提供、
研修への協力

相談や報告
情報共有

専門性に
応じた連携

アレルギー
専門医療機関 救急医療機関

拠点病院や医師会に
よる研修の実施等

・保育担当部局⇔保健衛生部局、教育委員会
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